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e-Taxでカンタン申告

　平成２３年中の収入についての「市・県民税」
及び「所得税」の申告受付が、２月１６日（木）
から３月１５日（木）まで行われます。

　確定申告は、１月１日から１２月３１日までの一
年間で得られた個人の収入に対し、必要経費や控除
額等を差し引いた額に課税される所得税の納付に関
して、申告をする手続きです。
　正しい申告をするため、また、申告時に慌てない
ためにも、必要書類の整理や収入・支出金額の集計
などは、早めにご準備ください。

※市や税務署から申告の用紙が郵送で届かない場合
もありますので、申告の必要がある方は、必ず申
告を行ってください。

■お問い合わせ
　税務課市民税担当　（内線１５３～１５５）

　 　

次
の
方
は
、
住
民
税
の
申
告

 　

が
必
要
で
す
。

①
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
韮

崎
市
に
お
住
ま
い
の
方

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方

・
市
内
に
住
ん
で
い
る
親
族
の
扶

養
と
な
っ
て
い
る
方

・
１
ヶ
所
か
ら
の
給
与
所
得
の
み

で
、
会
社
で
年
末
調
整
が
済
ん

で
お
り
、
勤
務
先
か
ら
市
へ
給

与
支
払
報
告
書
（
源
泉
徴
収

票
）
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

　
（
提
出
さ
れ
て
い
る
か
不
明
の

場
合
は
勤
務
先
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。）　

・
公
的
年
金
の
み
の
収
入
で
、
社

会
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控

除
、
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の

控
除
、
扶
養
控
除
等
の
各
控
除

を
受
け
な
い
方

②
平
成
23
年
中
に
収
入
の
無
い

方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

・
誰
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い

方
・「
市
外
」
に
お
住
ま
い
の
親
族

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

・
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
・
所
得
証
明
（
非
課
税
証
明
）
書

の
交
付
が
必
要
な
方

　

次
の
場
合
は
、
確
定
申
告

　

は
不
要
で
す
が
、
住
民
税

　

の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合

申
告
を
し
な
い
と
・
・
・

　

申
告
が
な
い
と
、
国
民
健
康
保

険
税
等
の
軽
減
適
用
や
所
得
証

明
書
等
の
発
行
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
間
中
に

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
遅
く
な
る
と
・
・
・

　　

期
限
を
過
ぎ
て
か
ら
申
告
書

を
提
出
す
る
と
、
納
税
通
知
書
の

届
く
時
期
が
遅
く
な
っ
た
り
、
課

税
証
明
書
が
必
要
な
と
き
に
す

ぐ
に
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　自宅やオフィスからインターネット
を利用して所得税・消費税の確定申告
ができます。国税庁のホームページ「確
定申告等作成コーナー」で作成した申
告書も e-Tax を使って送信することが
できます。（贈与税は除く）
　 詳 し く は e-Tax ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご
覧ください。
■お問い合わせ
　甲府税務署　
　☎０５５－２３３－３１１１（２／１０まで）
　☎０５５－２５４－６１０５（２／１３以降）
※甲府税務署は、新庁舎に移転します
移転日２月１３日（月）
移転後所在地　甲府市丸ノ内１－１－１８
　　　　　　　甲府合同庁舎（３～５階）
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書
な
ど
）

※
書
類
不
足
の
場
合
、
控
除
の

受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
印
鑑

・
扶
養
（
配
偶
者
）
控
除
の
認
定

は
、
所
得
要
件
が
あ
る
た
め
、

被
扶
養
者
の
所
得
が
わ
か
る

書
類

◆
給
与
所
得

・
所
得
税
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
）

※
中
途
退
職
し
再
就
職
さ
れ
な

か
っ
た
方
は
、
以
前
勤
務
し

て
い
た
職
場
に
請
求
し
て
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

◆
農
業
所
得

・
収
入
支
出
が
わ
か
る
書
類
（
収

穫
量
・
販
売
数
量
、
自
家
消

費
量
、
経
費
な
ど
を
必
ず
集

計
し
て
く
だ
さ
い
）

・
農
協
や
市
場
な
ど
で
発
行
す
る

収
支
証
明
書
や
領
収
書

・
動
力
稲
刈
機
や
田
植
機
な
ど
を

買
っ
た
場
合
、
ま
た
は
買
い

替
え
た
場
合
は
、
そ
の
領
収

書
・
大
型
農
業
用
機
械
（
農
業
用
自

動
車
・
ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン

バ
イ
ン
な
ど
）
を
買
っ
た
場

合
は
、
販
売
証
明
書
・
領
収

書
及
び
保
険
料
の
領
収
書

　

申
告
相
談
の
日
程

　

申
告
相
談
の
日
程
は
次
ペ
ー
ジ

の
と
お
り
で
す
。
受
付
は
、
書
類

の
提
出
が
で
き
る
方
か
ら
順
次
受

け
付
け
ま
す
。
農
業
・
営
業
・
不

動
産
所
得
等
の
あ
る
方
は
、
収
支

を
ま
と
め
て
か
ら
、
医
療
費
控
除

を
申
告
さ
れ
る
方
は
、
医
療
費
の

内
訳
と
領
収
書
を
整
理
し
て
か
ら

申
告
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

会
場
で
作
成
さ
れ
る
方
は
、
時

間
に
ゆ
と
り
を
み
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

申
告
時
に
必
要
な
も
の

◆
共
通

・
申
告
用
紙

　
（
用
紙
は
、
会
場
に
も
ご
用
意

し
て
あ
り
ま
す
）

・
各
種
控
除
に
必
要
な
書
類

　
（
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料

等
の
控
除
証
明
書
、
社
会
保

険
料
、
国
民
年
金
等
の
領
収

・
耕
作
委
託
料
な
ど
を
支
払
っ
た

場
合
は
、
そ
の
領
収
書
等

　
（
委
託
内
容
が
明
記
さ
れ
た
も

の
）

・
堰
費
・
土
地
改
良
費
（
維
持
管

理
費
に
限
る
）
の
領
収
書

◆
営
業
・
不
動
産
等
所
得

・
収
入
支
出
が
わ
か
る
書
類

　
（
決
算
書
収
支
内
訳
書
・
領
収

書
等
）

所
得
税
の
還
付
申
告
に
つ
い
て

　　

給
与
所
得
者
の
医
療
費
控

除
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

な
ど
に
よ
る
還
付
申
告
は
２
月

1�
日
以
前
で
も
甲
府
税
務
署
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

甲
府
税
務
署

　
☎
０
５
５
ー
２
３
３
ー
３
１
１
１
（
２
／
10
ま
で
）

　
☎
０
５
５
ー
２
５
４
ー
６
１
０
５
（
２
／
13
以
降
）

医
療
費
が
高
額
に
な
る
方
へ

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
月
ご

と
の
医
療
費
が
高
額
に
な
る
方

に
、
申
請
に
よ
り
高
額
療
養
費

を
支
給
し
て
お
り
ま
す
。
（
世

帯
の
所
得
に
よ
っ
て
ひ
と
月
に

負
担
す
る
医
療
費
の
限
度
額
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
）

　

申
請
に
は
領
収
書
が
必
要
に

な
り
ま
す
が
、
例
年
、
確
定
申

告
の
医
療
費
控
除
に
領
収
書
を

添
付
し
て
し
ま
い
、
申
請
が
で

き
な
い
方
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

以
前
の
高
額
療
養
費
の
申
請

が
お
済
み
で
な
い
方
、
ま
た
12

月
分
の
医
療
費
が
高
額
だ
っ
た

方
（
高
額
療
養
費
の
申
請
が
２

月
以
降
と
な
る
た
め
）
は
、
確

定
申
告
時
に
添
付
す
る
前
に
、

領
収
書
の
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
お

い
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
国
保
医
療
担
当

 

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
）

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
�5

歳
以
上
の
方
で
、
常
に
就
床
を

要
し
複
雑
な
介
護
を
必
要
と
す

る
方
は
、
福
祉
事
務
所
の
証
明

が
あ
れ
ば
、
特
別
障
害
者
控
除

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
介
護
保
険
担
当

 
（
内
線
１
８
２
～
１
８
４
）

義
援
金
採
納
証
明
書
発
行
に
つ
い
て

　
「
東
日
本
大
震
災
義
援
金
」
に

つ
い
て
、
確
定
申
告
等
（
寄

付
金
控
除
※
寄
付
金
額
か
ら

２
、０
０
０
円
を
控
除
し
た
金
額

が
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。）

で
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
お
申

し
出
に
よ
り
採
納
証
明
書
を
発

行
い
た
し
ま
す
。

■
対
象

　

市
役
所
で
義
援
金
を
納
入
し

た
方
で
、
納
入
時
に
受
付
帳
へ

記
帳
さ
れ
た
方

※
既
に
発
行
済
み
の
方
は
除
く

■
申
込
方
法

　

福
祉
課
高
齢
者
福
祉
担
当
窓

口
へ
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
郵

送
で
も
お
受
け
い
た
し
ま
す
。

※
郵
送
請
求
の
場
合
は
、
納
入

者
の
氏
名
・
住
所
・
納
入
金

額
・
連
絡
先
を
明
記
し
た
用

紙
と
、
返
信
用
封
筒
（
切
手

を
貼
っ
た
も
の
）
を
お
送
り

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

福
祉
課
高
齢
者
福
祉
担
当

 

（
内
線
１
８
１
）
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月日 曜日 会場 時間 備考
２月１６日 木 穴山公民館（穴山町ふれあいホール） ９：００～

１６：００２月１７日 金 中田公民館
２月１８日 土 休み
２月１９日 日 市民交流センター（１階会議室５～７）

９：００～
１６：００

休日相談（※１）
２月２０日 月 藤井公民館
２月２１日 火 穂坂公民館（穂坂コミュニティセンター）
２月２２日 水 円野公民館（つぶらの会館）
２月２３日 木 清哲公民館（清哲会館）
２月２４日 金 神山公民館（武田の里ふれあいホール）
２月２５日 土

休み
２月２６日 日
２月２７日 月 旭公民館

９：００～
１６：００

２月２８日 火 大草公民館（大草ふれあいセンター）
２月２９日 水 竜岡公民館

３月　１日 木
市役所４階大会議室

税理士による無料相談会
（１０～１２時・１３～１６時）

３月　２日 金

３月　３日 土
休み

３月　４日 日
３月　５日 月

市役所４階大会議室 ９：００～
１６：００

３月　６日 火
３月　７日 水
３月　８日 木
３月　９日 金
３月１０日 土

休み
３月１１日 日
３月１２日 月

市役所４階大会議室 ９：００～
１６：００

３月１３日 火
３月１４日 水
３月１５日 木

　　　　　　　　　　　　　申告相談日程表

　◆公的年金所得者の確定申告書作成相談会

■日時　２月�日（月）１０時～１２時
■場所　市役所別館　２０１会議室

　◆三税共同相談会

　税務署と市の共同で住民税、事業税及び所得
税の申告作成相談会を次のとおり開催します。
お気軽に参加してください。ただし、土地・建
物及び株式などの譲渡・贈与・相続については
お受けできません。

■日時　２月６日（月）１３時３０分～１６時
■場所　市役所別館　２０１会議室 
■お問い合わせ
　甲府税務署　☎０５５ー２３３ー３１１１

　◆税の無料相談会

　税理士会では、小規模納税者に対する支援活
動を行っています。本年も平成２３年分所得
税・消費税の確定申告にあたり、「税の無料相
談会」を行います。ただし、土地・建物及び株
式などの譲渡所得がある方、所得金額が高額な
方、相談内容が複雑な方はお受けできません。

■日時　３月１日（木）
 １０時～１２時（受付１１時３０分まで）
 １３時～１６時（受付１５時３０分まで）
■場所　市役所　４階大会議室
■お問い合わせ
　東京地方税理士会甲府支部
　☎０５５ー２３３－１３１８

※１　休日受付は、２月１９日（日）のみとなりますので、ご注意ください。




